
 

 

入 札 公 告 
 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き、一般競争入札について次のとおり公告する。 

 

令和８年５月１８日 

 

茨城町長 小 林 宣 夫 

 

１．入札に付する事項 

（１）入札件名  茨城町文化交流会館自動販売機設置 

（２）貸付場所  茨城県東茨城郡茨城町大字小堤 1070番地  

茨城町文化交流会館１階ユーティリティスペース 

（３）貸付期間  令和８年８月１日から令和１２年３月３１日まで（３年８か月間） 

〔更新はしない〕 

（４）最低貸付料 月額７３５円（税抜き） 

※最低貸付料を下回る金額で入札した場合、無効となります。 

（５）そ の 他  詳細については、募集要項による。 

 

２．入札資格要件 

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り、入札に参加することができます。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第 167条の４第１項の規定に該当していない者

及び同条第２項の規定に基づく茨城町の入札参加制限を受けていない者であること。 

（２）茨城町暴力団排除条例（平成２４年茨城町条例第１号）第２条第１号から第３号に規定する

ものでないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第 147号）に基づく

処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）法人にあっては茨城県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては茨城県内で事業を

営んでいること。 

（５）自動販売機の設置業務について、３年以上の実績を有していること。 

（６）法令等の規定により、販売について許認可を要する場合は、当該免許を有していること。 

（７）国税及び地方税の未納がないこと。 

 

３．入札参加資格確認申請 

入札に参加を希望する方は、入札参加資格確認に係る書類（以下「申請書類」という。）を提出

し、入札参加資格の確認を受けてください。 

（１）申請期間   公告の日から令和８年６月１０日（水）までの土日祝日を除く午前９時から

午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 



（２）提出方法  郵送（簡易書留とする。）又は持参による。 

（３）提 出 先  〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤 1080番地 

茨城町総務部財政課  電話 029-297-5005（直通） 

（４）申請書類（提出各１部） 

区分 申請書類 法人 個人 

① 入札参加資格確認申請書 ○ ○ 

② 身分証明書（市町村発行のもの） 

※住民票ではありません。 

 ○ 

③ 誓約書 ○ ○ 

④ 履歴事項全部証明書 ○  

⑤ 印鑑証明書 ○ ○ 

⑥ 納税証明書（詳細は以下のとおり） ○ ○ 

⑦ 設置する自動販売機・回収ボックスのカタログ等 

仕様の分かるもの（コピー可） 

○ ○ 

⑧ その他必要と認める書類 ○ ○ 

※①及び③には実印を押印してください。 

※②、④、⑤及び⑥については、発行後３ヶ月以内の原本とする。なお、②は本籍のある市

町村で交付を受けてください。 

※⑧については、随時提出を求めることがあります。 

※回収ボックスは、大きさや分別種類等がわかるものであれば、写真等でも可とします。 

 

⑥納税証明書について 

本店又は営業所等の所在 提出する納税証明書 

１ 茨城町内に本店又は

営業所等を有する方 

①税務署が発行した国税に未納がないことを証する納税証明書 

【様式その３の２（個人）又はその３の３（法人）】 

②茨城県内各県税事務所が発行した県税に未納がないことを証

する納税証明書【様式第４０号の４（ア）】 

③茨城町が発行した納税証明書（最新年度のもの）※Ａ 

〔個人〕町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 

〔法人〕法人町民税、固定資産税、軽自動車税 

２ 茨城県内に本店又は

営業所等を有する方

で１に該当しない方 

①税務署が発行した国税に未納がないことを証する納税証明書 

【様式その３の２（個人）又はその３の３（法人）】 

②茨城県内各県税事務所が発行した県税に未納がないことを証

する納税証明書【様式第４０号の４（ア）】 

※Ａ 納税証明願（「未納がないこと」）でも可とします。 

 

４．入札参加資格の確認等 

（１）上記の申請書類により、入札参加資格の有無の確認、審査を行います。審査結果は、入札

参加資格確認申請書に記載されているメールアドレス宛に、入札参加資格確認結果通知書



を送付します。送付予定日は令和８年６月１８日（木）です。 

（２）また、（１）の結果通知後であっても、提出された申請書類に不正等が判明した場合は入札

参加資格を取り消します。 

 

５．募集要項及び提出書類等の取得可能期間等 

（１）取得可能期間及び取得方法 

①取得可能期間  公告日から令和８年６月２９日（月）まで 

上記取得可能期間とは別に入札参加資格審査申請の締切日が設定され

ているので注意すること。 

ホームページに掲載されている募集要項等を閲覧するためには、開封パ

スワードが必要なため、開封パスワードを同ページにある「募集要項等閲

覧パスワード交付申請書」を財政課宛に電子メールで送付すること。 

また、送付後に必ず受信確認の電話連絡を行うこと。 

電話連絡がなく、パスワードを受領することが出来なかったことから、

入札に参加できなかった場合、町は一切の責任を負いませんので予めご了

承ください。 

②取 得 方 法  町ホームページ「入札関連情報」からダウンロードすることができる。 

（２）質疑及び回答 

①質疑方法等  本公告等に対する質問がある場合は、簡易な内容確認を除き、電子メール

に質問書（任意様式）添付し、提出するものとする。 

※送信後、11.問い合わせ先に示す電話番号へ受信確認の連絡を行うこと。 

②質疑受付期間  公告日から令和８年６月１０日（水)までの土日祝日を除く午前９時から

午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

③送 付 先  茨城町総務部財政課  11.問い合わせ先に示すメールアドレス宛に送付

すること。 

④回 答  町ホームページ「入札関連情報」へ随時掲載する。 

ＵＲＬ：h t t p s : / / w w w . t o w n . i b a r a k i . l g . j p / g y o u s e i / s a n g y o u b u s i n e s s / n y u u s a t s u k e i y a k u / 0 0 3 1 5 9 . h t m l 

 

６．開札の日時及び場所 

（１）日 時  令和８年６月３０日（火）午後１時３０分から 

※ 開札は、他の入札案件と合わせ、当日会場に掲示する「開札順番表」の順

序で実施いたします。個々の開札時間は開札進行状況により前後いたします

ので、詳細開始時間は提示することはできません。入札への立合いを希望さ

れる方は、上記時間までに必ず参集するようにしてください。 

（２）場 所  茨城県東茨城郡茨城町大字小堤 1080番地 

茨城町役場２階 農業委員会室 

 

７．入札方法等 

上記の手続きにより、入札参加資格があると確認された者は、以下の方法により、６で示した入

札に参加すること。 

https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/sangyoubusiness/nyuusatsukeiyaku/003159.html


（１）入札書の提出方法  郵送（簡易書留とする）による入札 

※１原則郵送としますが、持参も可とします。 

※２封筒は封かんのうえ、「入札書在中」と表記してください。 

（２）提 出 先  〒311-3192 東茨城郡茨城町小堤 1080番地 

茨城町総務部財政課  

（３）到 着 期 限  令和８年６月２９日（月）午後５時までに茨城町役場に必着。 

指定の提出方法以外のもの及び指定期限までに到着しないものは受

理いたしません。 

（４）入札書の記載事項 

①入札書は指定の入札書（５．募集要項及び提出書類等の取得可能期間等で示したホームペー

ジに掲載されたデータ）を使用し提出すること。 

②入札書の日付は、開札日を記載してください。 

③入札書に記載する金額は、貸付料（単位：円、月額、税抜き）を記載してください。なお、

最低貸付料未満の金額を記載した場合は無効となります。 

（５）開札の立会い 

入札参加者において、立会いを希望する場合は、上記入札書到着期限までに立会する旨を

11.問い合わせ先に示す財政課担当メールアドレスへ連絡をすること。なお、当日立会いの際

は、身分を確認するため名刺等の提出を求めます。 

（６）その他 

①提出した入札書の引換え、変更又は取消しは認めません。ただし、入札書の到着期限までに

既に提出した入札書について、辞退届を提出することは可能ですが、一度提出された辞退届

を撤回することはできません。 

②入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認められるときは、入札の執行を延期

し、又は取り止めることがあります。 

③入札額は月額ですが、貸付料の納付については１年分（初年度は８か月分）をまとめて納付

いただきます。 

 

８．落札者の決定方法 

（１）開札後、入札物件に対し、町が設定する最低貸付料以上で、最高の入札価格の申込みをした

者を落札者とします。 

（２）落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、くじ引きにより、落札者を

決定します。なお、落札者となるべき同価格の入札をした者が入札に立会いをしていない場合、

当該入札と関わりのない職員を代理とし、くじ引きを行います。 

 

９．入札に参加する者が１者である場合の措置 

入札に参加する者が１者であっても、入札を執行し、有効と扱うものとします。 

 

10．入札の無効 

（１）次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とします。 

①入札について不正の行為があった場合 



②入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合又は記名押印のない場合 

③入札書の記載に不備があった場合 

（２）この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、入札参加資格確認申請書及びそ

の他提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札並びにこの公告及び募集要項において示し

た入札に関する条件に違反した入札は無効とします。 

11．問い合わせ先 

〒311-3192 

茨城県東茨城郡茨城町大字小堤 1080番地 

茨城町総務部財政課 契約・財産管理グループ 

ＴＥＬ：029-297-5005（直通） 

Ｍａｉｌ：kanzai@town.ibaraki.lg.jp 


